
１　鳥獣保護区等の指定一覧

　中房狩猟鳥獣捕獲禁
止区域内で特にニホン
ジカとイノシシの捕獲
を可能とすることに
よって、農林業被害の
軽減と鳥獣の保護の両
立を図る地域として指
定するもの。

　烏川狩猟鳥獣捕獲禁
止区域内で特にニホン
ジカとイノシシの捕獲
を可能とすることに
よって、農林業被害の
軽減と鳥獣の保護の両
立を図る地域として指
定するもの。

安曇野市

安曇野市

名称・区分 所在地 指定の趣旨 指定期間面積（ha) 根拠

法第12条
第6項

法第12条
第6項

法第12条
第6項

法第28条
第9項

令和６年度　鳥獣保護区等の指定について

森林づくり推進課　鳥獣対策係

中房
狩猟鳥獣捕獲禁止区域

（二ホンジカ・
イノシシを除く）

1,992
Ｒ6.11.1～
Ｒ11.10.31
（5年間）

※区分の説明については２頁「鳥獣保護区等区分」参照

烏川
狩猟鳥獣捕獲禁止区域

（二ホンジカ・
イノシシを除く）

1,004
Ｒ6.11.1～
Ｒ11.10.31
（5年間）

尾玉町
鳥獣保護区

139
Ｒ6.11.1～
Ｒ16.10.31
(10年間）

諏訪
狩猟鳥獣捕獲禁止区域

（二ホンジカ・
イノシシを除く）

145
Ｒ6.11.1～
Ｒ11.10.31
（5年間）

　尾玉町鳥獣保護区の
区域内で森林鳥獣の生
息地として適した場所
となっている地域とし
て、「森林鳥獣生息
地」に指定するもの。

諏訪市

　諏訪狩猟鳥獣捕獲禁
止区域内で特にニホン
ジカとイノシシの捕獲
を可能とすることに
よって、農林業被害の
軽減と鳥獣の保護の両
立を図る地域として指
定するもの。

諏訪市

資料２

指定

（新規）

再指定

（期間延長）

再指定

（期間延長）

再指定

（期間延長）
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２（１）答申までの流れ

　（２）スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

備考

休猟区
狩猟鳥獣が減少した地域において、自然繁殖を促進し、狩猟資源
の回復を図るため、狩猟による捕獲を禁止する区域

狩猟鳥獣捕獲禁止区域
（二ホンジカ、イノシシを除く）

特定の狩猟鳥獣の捕獲を禁止する区域。
長野県においては、農林業被害を軽減するためにニホンジカ、イ
ノシシの捕獲を促進する必要がある地域について、ニホンジカと
イノシシだけを除く狩猟鳥獣の捕獲を禁止する区域として指定。
※狩猟期間中に二ホンジカ、イノシシのみ狩猟を認める区域

特定猟具使用禁止区域
狩猟に伴う猟具による危険予防のため、特定の猟具による狩猟を
禁止する区域（県内においては銃猟を禁止する地域のみ指定）

指定猟法禁止区域（鉛散弾） 鳥獣の保護のため、鉛銃弾の指定猟法を禁止する区域

鳥獣保護区特別保護地区

環　境
審議会

鳥獣専門
委員会

11月～３月

環境省

実施機関

鳥獣保護区 鳥獣の保護を図るため、狩猟による捕獲を禁止する区域

【鳥獣保護区等区分】

区分名 内容

鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図る
ために特に必要がある場合に指定する区域で一定の開発行為が制
限される。

利
害
関
係
者

長
野
県

意見書依頼

意見書提出

環
境
審
議
会

鳥獣専門委員会

諮問

答申

説明

設置

報告

諮問

現地検討

答申

届出

狩猟期間利害関係者の意見書利害関係者の意見書
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令和６年度鳥獣保護区等指定計画位置図

鳥獣保護区

鳥獣保護区特別保護地区

狩猟鳥獣捕獲禁止区域

尾玉町
鳥獣保護区
（諏訪市）

中房
狩猟鳥獣捕獲禁止区域
（安曇野市）

諏訪
狩猟鳥獣捕獲禁止区域
（諏訪市）

烏川
狩猟鳥獣捕獲禁止区域
（安曇野市）
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